入善町入札心得
                  　　　                            　　　　        
最終改正（令和８年１月１日）
　（趣　旨）
第１条　入善町が発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争（以下「競争」という。）を行う場合の取扱いについては、地方自治法（昭和22年法律第67号）、入善町財務規則（昭和49年入善町規則第21号）その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
　（入札等）
第２条　入札参加者は、この心得、設計図書、仕様書及び指名通知書を熟覧のうえ、　入札しなければならない。ただし、設計図書等に疑義があるときは、入札日の前日　まで関係職員の説明を求めることができる。
２　入札書は、所要の事項を明記し、記名押印し、封かんしたうえ、入札者の氏名及　び入札書と明記して入札箱に投函しなければならない。
３　入札者は、一旦提出した入札書を書換え、引換え、又は撤回をすることができな　い。
４　指定した場所及び時刻までに投函しなかった場合は、棄権したものとする。
５　入札の執行を故意に妨害した入札者には、退場を命じることができる。
６　入札参加者は、代理人の記名押印により入札するときはその委任状を持参させな　ければならない。
７　入札参加者は、地方自治法施行令第１６７条の４「一般競争入札の参加者の資格」　の規定に該当する者を入札の代理人とすることができない。
　（入札の辞退）
第２条の２　指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退　することができる。
２　指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところ　により申し出るものとする。
 (1)　入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送（入　　札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。
 (2)　入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行　　する者に直接提出して行う。
３　入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを　受けるものではない。
４　入札の辞退により、入札参加者が１人のときは、入札執行を中止するものとする。
　（公正な入札の確保）
第３条　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年　法律第54号。以下「独禁法」という。）等に抵触する行為を行ってはならない。
２　入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札　価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければ　ならない。
３　入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に　開示してはならない。
　（入札の中止等）
第４条　入札参加者が、独禁法等に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動をな　し又は関係職員が入札の適正な執行を妨げる恐れがあると認めたときは、当該入札　参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延長し若しくは中止することがある。
　（無効の入札）
第５条　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
 (1)　入札に参加する資格を有しない者のした入札。
 (2)　記名押印のない入札及び入札金額を訂正し、その箇所に押印のない入札。
 (3)　同一人の同一事項に対する２通以上の入札。
 (4)　入札者が他の入札者の代理人を兼ねてした入札又は２人以上の入札者の代理を　　兼ねてした者の入札。
 (5)　必要な記載事項を確認できない入札。
 (6)　明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し不正の行為があ　　ったと認められる入札。
 (7)　委任状を持参しない代理人のした入札。
 (8)　再度の入札に当たり、直前の入札の最低価格（最低制限価格を下回ったものを　　　除く。）以上の入札。
 (9)　前各号に掲げるもののほか、この心得に定められた入札に関する事項に違反　　　　した入札。
　（開　札）
第６条　開札は、入札場所において、入札後直ちに、入札参加者立会のうえ、行うも　のとする。
　（落札者の決定）
第７条　入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札　した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格　の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低　の価格で入札した者を落札者とする。
２　落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある場合においては、直ちに当　該入札をなした者にくじを引かせて落札者を決定する。
　（再度入札等）
第８条　開札をなした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価　格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。再度の入札は２回までとする。
２　第５条の規定により入札が無効とされた者は、特別の場合を除き、当該入札に再　度参加することはできない。
　（契約書等の提出）
第９条　落札者は、落札決定した日から起算して７日以内に契約を締結しなければな　らない。
２　落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利　を失うものとする。
　（契約の保証）
第10条　落札者は、請負代金額が５００万円以上の場合には、請負代金額の１０パー　セントの金銭的履行保証を付さなければならない。ただし、低入札価格調査を受け  た契約については、請負代金額の３０パーセントとする。
　（異議の申立）
第11条　入札をした者は、入札後、設計図書等についての不明を理由とし異議を申し　立てることはできない。
（電子入札による特例）
第12条　電子入札にあっては、その使用するシステムの機能及び別に定める電子入札運用基準によることができるものとする。
